
事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

085101 知的障がい者等地域生活支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者援護施設等の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

１８歳以上の知的障害者

１８歳以上の知的障害者でサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

知的障がい者をグループホーム等に入居させ、その更生に必要な援助を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

グループホームへの補助金交付人数（年間） 118 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

知的障害者福祉法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

グループホームへの補助金交
付人数（年間）

58 - -23 (決算) 58 - -49.20 - -

78 - -24 (予算) - - -66.10 - -

83 - -25 (計画) - - -70.30 - -

88 - -26 (計画) - - -74.60 - -

93 - -27 (計画) - - -78.80 - -

98 - -28 (計画) - - -83.10 - -

知的障がい者等地域生活
支援事業

085101225/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

知的障がい者の日常生活の自立、対人関係の改善等を図り、就労等社会参加を促す。

・意図（どういう状態にしたいのか）

　対象者の重度化もあり、福祉的就労が多くなっている。また、障害者自立支援法における地域生活の拠点として、今後
増設が図られ、利用が増加すると考える。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
パソコン等活用による事務改善で業務の所要時間の削減
を図り、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

知的障害者福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

134,691 5123 (決算) 111 58134,802 2,324,169

133,800 5124 (予算) 114 78133,914 1,716,848

170,720 5125 (計画) 114 83170,834 2,058,240

195,568 5126 (計画) 114 88195,682 2,223,654

205,859 5127 (計画) 113 93205,972 2,214,756

216,724 5128 (計画) 113 98216,837 2,212,626

知的障がい者等地域生活
支援事業

085101226/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

知的障がい者等地域生活
支援事業

085101227/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

知的障がい者が自活するための地域生活拠点として必要な事業
である。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
9

法で定められたサービス事業である。
10
10
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
10

知的障がい者の福祉を支える事業であり、有効性が高い。
8
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

対象者や費用負担は法で定められている。
10
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障害者自立支援法に基づく事業であり、優先的に実施しなければ
ならない。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 10A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

地域において共同生活を営む知的障がい者等に対しての日常生活上(グループホーム・ケアホーム)の
支援策であり、必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

知的障がい者等地域生活
支援事業

085101228/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト もくせい園管理運営事業085116

085116 もくせい園管理運営事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者援護施設等の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

施設との利用契約を結んだ18歳以上の知的障害者

施設との利用契約を結んだ18歳以上の知的障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

20年度より指定管理者制度を活用し、施設の運営、管理面を社会福祉法人に委託し事業運営等経費の効率を高め、支
援サービス内容を充実する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

利用者数 48 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

その他

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

利用者数

30 - -23 (決算) 30 - -62.50 - -

30 - -24 (予算) - - -62.50 - -

32 - -25 (計画) - - -66.70 - -

34 - -26 (計画) - - -70.80 - -

36 - -27 (計画) - - -75.00 - -

38 - -28 (計画) - - -79.20 - -

もくせい園管理運営事業085116229/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト もくせい園管理運営事業085116

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

社会福祉法人に委託することにより、利用者の個々のニーズに応じた柔軟な支援サービスを提供し地域社会で安全、快
適に過ごし各種行事・活動を通じ地域との交流や社会参加を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

利用者の障害程度の重度化が顕著となり福祉的就労に結びつかず、定員30名で在籍28名と施設滞留傾向がみられ、今
後他の社会資源を利用出来ない重度障害者の利用者が増加した場合、施設の拡充、サービス内容の変更を検討する
必要がある。また、施設の老朽化に伴い施設修繕料が必須となる現状である。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
社会福祉法人に運営管理を委託し知的障害者への支援
サービスの充実、地域との交流を通して社会参加を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

28,075 4023 (決算) 87 3028,162 938,731

26,221 4024 (予算) 90 3026,311 877,017

29,410 4025 (計画) 89 3229,499 921,854

29,596 4026 (計画) 89 3429,685 873,091

31,105 4027 (計画) 89 3631,194 866,497

32,479 4028 (計画) 89 3832,568 857,049

もくせい園管理運営事業085116230/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト もくせい園管理運営事業085116

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

一部限定されており限定の度合いが大きい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｄ（3点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

もくせい園管理運営事業085116231/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト もくせい園管理運営事業085116

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

重度の知的障がい者に対する指導訓練施設としての施設であり、
ニーズも高い。 8

9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
7

平成１９年度一部事業を社会福祉法人に委託し、平成２０年度施
設管理を含め指定管理者制度に移行した。 8

8
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

社会資源の有効利用を図っている。
8
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

2
9

重度の知的障がい者が利用、費用負担は法令に定められてい
る。 4

9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

重度の知的障がい者を支援する施設が不足している。利用者の
ニーズも高い。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
A ・
A ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

Ｄ ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・

A ・
A ・

Ｅ ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 7B ・6

内部評価

7

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

重度の知的障がい者に対する施設として必要性は高い。
施設の維持管理、事業展開、サービスの向上、経費の削減に向けて、今後事業者と取り組んでいく必要
がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

もくせい園管理運営事業085116232/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

085125 障がい者支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者援護施設等の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児・者、知的障害児・者

身体・知的障害児者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者が自ら福祉サービス提供事業者、施設などを選択・契約し自立と社会参加に向け必要な支援を行い福祉の増
進を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

入所･通所者数 5,752 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

入所･通所者数

3081 - -23 (決算) 3081 - -53.60 - -

3929 - -24 (予算) - - -68.30 - -

4322 - -25 (計画) - - -75.10 - -

4754 - -26 (計画) - - -82.60 - -

5229 - -27 (計画) - - -90.90 - -

5752 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障がい者支援事業085125233/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

適切な支援をすることにより、自立意欲の喚起と残存能力の活用を図り、個々に合った自立生活ができるように努める。

・意図（どういう状態にしたいのか）

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスに移行され、当事者・家族の福祉サービスの向上が図られたが、限られた
資源(施設)であるため利用者への情報提供が必要不可欠となる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要は多く、事業費の維持を図り成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

351,618 118823 (決算) 2,582 202354,200 1,753,463

361,862 125424 (予算) 2,806 222364,668 1,642,651

422,468 132625 (計画) 2,961 244425,429 1,743,561

464,715 140426 (計画) 3,127 268467,842 1,745,678

469,362 149127 (計画) 3,313 294472,675 1,607,738

474,055 158728 (計画) 3,526 323477,581 1,478,580

障がい者支援事業085125234/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者支援事業085125235/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
10

障害がある方もない方も、ともに手を携えて地域の中でともに生活
するノーマライゼーションの理念に基づく制度である。 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
9
8

施設入所者は、他の制度との重複はないが、通所者の場合は制
度を組み合わせて利用している方も多い。 8

9
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

個人個人の障害により異なるが、施設支援を通じて段階的に向上
を図る。 8

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
8

障害の状況や環境に応じてサービスを選択するため、限定はされ
るものの公平性は保たれる。 7

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
8

自らサービスを選択し、サービスを利用する扶助事業である。
8
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

B ・

B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・7

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

当該事業は、知的障がい者の生産的就労の推進、知的障がい児者の短期入所施設の整備により、個々
人に合った自立生活ができるようサービスを選択でき、有効性、必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者支援事業085125236/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

085216 地域活動支援センター事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

地域福祉ネットワークの整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者の地域生活の支援、日常的な相談への対応、地域交流活動などを行う場を提供する。具体的には「①創作的
活動または②生産活動の機会の提供、③社会との交流の促進などの便宜を供与し、もって、障害者等の地域生活支援
の促進を図る。I型は上記に加え専門職員を配置し、医療・福祉および地域社会基盤との連携強化のための調整等行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

地域活動支援センター利用延人数 960 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

地域活動支援センター利用延
人数

744 - -23 (決算) 744 - -77.50 - -

768 - -24 (予算) - - -80.00 - -

960 - -25 (計画) - - -100.00 - -

960 - -26 (計画) - - -100.00 - -

960 - -27 (計画) - - -100.00 - -

960 - -28 (計画) - - -100.00 - -

地域活動支援センター事業085216237/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障害者自立支援法における地域生活支援事業の一つで、障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した
日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援やコミュニケーション活動を行い、障がい者の自立と社会参加の
促進を図ることを目的とする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

今後より充実を図り、内容の充実と施設の拡充が望まれる。より多くの障害者の利用によって補助金がより有効に活用さ
れる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
今後より充実を図り、内容の充実と施設の拡充が望まれ
る。より多くの障害者の利用によって補助金がより有効に
活用される。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

65,641 14423 (決算) 313 65,954

70,766 17624 (予算) 394 71,160

86,053 23225 (計画) 518 86,571

86,053 28026 (計画) 624 86,677

86,053 28027 (計画) 622 86,675

86,053 28028 (計画) 622 86,675

地域活動支援センター事業085216238/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

十分得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
8

障がい者の日常生活の支援、相談への対応及び地域交流活動を
行うことにより、人間関係・基本的生活の習得・社会復帰及び自立
と社会参加の促進を図る。

9
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

障がい者への理解、ノーマライゼーションの意識の普及やバリアフ
リー化の促進も重要な課題である。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

障がい者の自立と社会参加の促進に必要な施策である。
9
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

事業のPRや広報等による周知の促進とともに、障がい者の自立へ
の意識啓発も重要である。 9

9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

ノーマライゼーションの実現において、障がい者の自立と社会参
加の促進を図ることは重要である。 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者の日常生活の支援、相談への対応及び地域交流活動を行うことにより、人間関係・基本的生活
の習得・社会復帰及び自立と社会参加の促進のため必要な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

085307 日常生活用具給付事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

生活用具等の援助

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児者

身体障害者手帳の所持をしている人。

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

身体障がい児者の日常生活等の向上を目的とし給付をする。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

日常生活用具給付件数（年間） 2,250 件

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市地域生活支援事業実施要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

日常生活用具給付件数（年間）

1896 - -23 (決算) 1896 - -84.30 - -

1823 - -24 (予算) - - -81.00 - -

1915 - -25 (計画) - - -85.10 - -

2011 - -26 (計画) - - -89.40 - -

2112 - -27 (計画) - - -93.90 - -

2218 - -28 (計画) - - -98.60 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身体障がい児者の日常生活等においての支障を軽減すること。

・意図（どういう状態にしたいのか）

日常生活用具給付決定までに時間がかかりすぎる場合がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需用が多く、事業費の維持を図り、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市地域生活支援事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

21,137 346223 (決算) 7,523 1,63828,660 17,497

18,667 363224 (予算) 8,128 1,82326,795 14,699

25,576 381225 (計画) 8,512 1,91534,088 17,801

28,134 400026 (計画) 8,908 2,01137,042 18,420

30,947 420027 (計画) 9,332 2,11240,279 19,072

34,071 441028 (計画) 9,799 2,21843,870 19,779
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事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

十分得られている。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

障害者自立支援法の制定により市の事業として位置づけられた
が、補装具については、障がい者が日常生活を営むうえで、身体
上必要な障害を補完するための用具であり、国が全面的に保障す
べきである。

9
9
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
8

障がい者にとって日常生活を営む上で、必要不可欠な給付事業
である。 9

9
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

身体障がい者の日常生活の便宜を図る。
9
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

障がい者のうち身体障がい者を対象としているが制度としてやむ
を得ない。 9

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者が日常生活を営むうえで欠くことが出来ない事業である。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
B ・

A ・
A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

B ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者が日常生活を営む上で、当該事業は必要不可欠であり、国の負担により行うべきものである。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

085401 ショートステイ支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体、知的障害者

障害児者でサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

身体、知的、精神障がい者を一時的に（利用1回につき３０日限度）施設で支援する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

利用者数（年間） 746 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和６３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

利用者数（年間）

584 - -23 (決算) 584 - -78.30 - -

613 - -24 (予算) - - -82.20 - -

644 - -25 (計画) - - -86.30 - -

676 - -26 (計画) - - -90.60 - -

710 - -27 (計画) - - -95.20 - -

746 - -28 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身体、知的、精神障がい者を介護している家族が社会的・私的等の理由により家庭での介護が一時的に困難な場合に、
施設で援助し介護者の負担軽減を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

需要多く、今後、地域移行が進むことにより更に社会資源が不足することが考えられる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
事業費の維持を図り、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

29,964 188423 (決算) 4,094 58934,058 57,823

31,464 193224 (予算) 4,324 64735,788 55,313

32,159 198225 (計画) 4,426 71136,585 51,455

33,258 203626 (計画) 4,534 78237,792 48,328

34,401 209227 (計画) 4,648 86039,049 45,406

35,590 215028 (計画) 4,777 94640,367 42,672
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事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（10点）

Ｂ（7点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
7
10

重度の障がい者を一時的に保護指定施設で保護することにより、
介護者の負担軽減を図るととも、安心した病気等の養生に努めるこ
とができる。

10
7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

介護者の負担軽減が図られることにより、安心して養生することが
できる。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

介護者の負担軽減に極めて有効であり、充実していく必要があ
る。 9

7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
10

重度の障がい者を保護施設で預かるため、障害の状況により保健
士など有資格者の確保や施設に一定の機能が必要となることな
ど、対象者の拡大には課題がある。

8
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
10

介護者の負担軽減を図ることにより、安心した養生ができ、介護者
の介護に対する意欲の持続に貢献できる。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・

B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

身体障がい及び知的障がいをもたれる方の介護者が疾病等の事由により介護が困難な場合、一時的に
施設へ短期入所支援する事業であり、介護者の高齢化に伴い、利用者が増加し、必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

085407 障がい者・介護者日中一時支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児者、知的障害児者、精神障害者

身体障害児者、知的障害児者、精神障害者の介護者で日
中一時支援を利用する者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい児者の日中における活動の場を確保し、その家族等の就労支援及び一時的な負担軽減を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

年間利用者延人数 40,696 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市地域生活支援事業実施要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間利用者延人数

23922 - -23 (決算) 25267 - -58.80 - -

27749 - -24 (予算) - - -68.20 - -

30574 - -25 (計画) - - -75.10 - -

33632 - -26 (計画) - - -82.60 - -

36996 - -27 (計画) - - -90.90 - -

40696 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障がい者・介護者日中一時
支援事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい児者の日中における活動の場を確保し、その家族等の就労支援及び一時的な負担軽減を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

　障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に位置づけられ、障害児者の地域生活を支える重要な事業であり非常
に需要が多いことから、今後、予算と共に社会資源の確保を図っていかなければならない。また、現在の委託方式の継
続について引続き検討する必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要は多く、事業費の維持を図り、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市地域生活支援事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

47,401 5023 (決算) 109 25,26747,510 1,880

68,460 5024 (予算) 112 27,74968,572 2,471

66,000 5025 (計画) 112 30,57466,112 2,162

72,600 5026 (計画) 111 33,63272,711 2,162

79,860 5027 (計画) 111 36,99679,971 2,162

87,847 5028 (計画) 111 40,69687,958 2,161

障がい者・介護者日中一時
支援事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

極めて高い。

極めて高く得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者・介護者日中一時
支援事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

在宅支援に対する、保護者又は介護者の心身などの休養等は欠
かせないものである。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
8
6

事業委託したことにより、効率性が得られている。
10
8
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者の介助をされている家族にとっては、身近で大変利用し
やすい事業である｡ 9

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

必要な人が必要なサービスを利用する。特に、収入に応じた応分
の負担が望まれる。 8

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

地域社会で支えあうためには、優先度は高い。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

Ｃ ・

A ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がいのある方の日中における活動の場を確保し、その介護家族等の就労支援及び介護者の一時的な
事由による介護負担軽減をするための事業であり、必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者・介護者日中一時
支援事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

085410 居宅介護支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児者・知的障害児者

家事援助、身体介護のサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

ホームヘルパーによる家事援助・介護支援・生活相談・助言等を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

利用延人数（年間） 1,507 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

利用延人数（年間）

758 - -23 (決算) 758 - -50.30 - -

1029 - -24 (予算) - - -68.30 - -

1132 - -25 (計画) - - -75.10 - -

1245 - -26 (計画) - - -82.60 - -

1370 - -27 (計画) - - -90.90 - -

1507 - -28 (計画) - - -100.00 - -

居宅介護支援事業085410253/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

ホームヘルパーが、買い物、調理、介護等を行うことにより、障がい者本人及び介護者の負担が軽減できる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

決定については、国が明確な基準を示すことにより市町村間の移動者に不利益が生じている。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要が多く、事業費の維持を図り成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

29,741 219023 (決算) 4,759 66334,500 52,036

33,188 232524 (予算) 5,203 72938,391 52,663

41,522 246425 (計画) 5,502 80147,024 58,707

44,429 260426 (計画) 5,799 88150,228 57,013

44,873 274827 (計画) 6,106 96950,979 52,610

45,321 289528 (計画) 6,433 1,06551,754 48,595
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事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

法令に基づく事業であり、対象者本人又は保護者等が選択し、契
約して利用サービスを受けるものである。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
8

必要なサービスを選択し、契約して利用するものであるため効率的
である。 10

10
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

在宅生活を支える重要なサービスである。
8
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

サービスを均等に提供するものでなく、障害によって必要なサービ
スの援助である。 7

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

在宅援助の重要な部分である。
10
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

法令に基づく事業で、ホームヘルパーによる家事援助、身体介護等を通して、障がい者本人及び介護
者の負担が軽減され、優先性はきわめて高く、必要性も高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者給付認定審査事業085425

085425 障がい者給付認定審査事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障害福祉サービスを利用する障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障害者自立支援法における障害福祉サービスの支給決定に必要な障害程度区分の判定及び作成した支給決定案に
対する意見を求めるため障害給付認定審査会を開催する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

認定審査会回数 18 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

認定審査会回数

15 - -23 (決算) 15 - -83.30 - -

18 - -24 (予算) - - -100.00 - -

18 - -25 (計画) - - -100.00 - -

18 - -26 (計画) - - -100.00 - -

18 - -27 (計画) - - -100.00 - -

18 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障がい者給付認定審査事
業

085425257/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者給付認定審査事業085425

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい者福祉サービスの必要性を総合的に判定し、障がい者のニーズに即した支援を効果的に実施する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

年度により障害程度区分の判定件数の増減がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
できるだけコストを維持し成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

2,451 12023 (決算) 261 1222,712 22,228

3,141 14424 (予算) 322 2383,463 14,552

3,141 14425 (計画) 322 2383,463 14,549

3,141 14426 (計画) 321 2383,462 14,545

3,141 14427 (計画) 320 2383,461 14,542

3,141 14428 (計画) 320 2383,461 14,542

障がい者給付認定審査事
業

085425258/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者給付認定審査事業085425

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者給付認定審査事
業

085425259/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者給付認定審査事業085425

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

障がい福祉サービスの適正な給付のために必要である。
9
9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
9

多数の認定審査を公立的に実施することが必要である。
9
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

審査会にて適正に執行されており制度の仕組みとして有効であ
る。 9

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

障害程度を適正に公平に審査市運用される。
8
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

障がい福祉サービス給付に重要な部分である。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障害者自立支援法における障がい福祉サービスの適正な給付のために必要な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者給付認定審査事
業

085425260/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

085428 生活介護等事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

常に介護が必要な身体障害者、知的障害者、精神障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援、創作活動または軽作業等の生
産活動の機会を提供する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

生活介護利用者数 4,589 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

生活介護利用者数

2180 - -23 (決算) 2180 - -47.50 - -

3150 - -24 (予算) - - -68.60 - -

3571 - -25 (計画) - - -77.80 - -

4048 - -26 (計画) - - -88.20 - -

4589 - -27 (計画) - - -100.00 - -

5205 - -28 (計画) - - -113.40 - -

生活介護等事業085428261/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい者の身体機能または生活能力の向上を図り、自立した生活が送られるよう図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

需要多く、今後、地域移行が進むことにより更に社会資源が不足することが考えられる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
常に介護を必要な人に昼間入浴、排泄、食事の介護等を
行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供しま
す。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

349,265 405323 (決算) 8,807 2,617358,072 136,825

382,840 419324 (予算) 9,384 3,140392,224 124,912

502,506 438025 (計画) 9,781 3,454512,287 148,317

552,757 455026 (計画) 10,133 3,799562,890 148,168

558,284 472327 (計画) 10,495 4,178568,779 136,137

563,866 490228 (計画) 10,892 4,595574,758 125,083

生活介護等事業085428262/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

障がい者が社会生活を営むうえで家事援助等の支援は必要であ
る。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
9

障害者自立支援法で規定されている事業である。
10
10
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

効率性は高い。
9
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

国基準で費用負担が定められている。また、障害程度区分が一定
以上のものが対象である。 7

7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者のために充実を図る必要がある事業である。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 7B ・7

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者が社会生活を営むうえでの日常生活に必要な支援であり、その必要性は高い。障害者自立支
援法で規定されている事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

生活介護等事業085428264/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者生活サポート事業085431

085431 障がい者生活サポート事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

介護給付支給決定者以外の者（障害程度区分非該当の者）

障害程度区分非該当者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

家事援助を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

年間利用者延人数 120 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間利用者延人数

0 - -23 (決算) 0 - -0.00 - -

120 - -24 (予算) - - -100.00 - -

120 - -25 (計画) - - -100.00 - -

120 - -26 (計画) - - -100.00 - -

120 - -27 (計画) - - -100.00 - -

120 - -28 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者生活サポート事業085431

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

日常生活において家事に対する必要な支援を行う事により、障がい者の地域での自立した生活の推進を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

安定したサービス提供ができるよう事業所の確保に努める。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
障がい程度区分非該当の障害のある人に対し、家事援
助を行うことにより、地域での自立した生活の推進を図る。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 2723 (決算) 59 59

180 2724 (予算) 60 120240 2,004

180 2725 (計画) 60 120240 2,002

180 2726 (計画) 60 1,203240 200

180 2727 (計画) 60 120240 2,000

180 2728 (計画) 60 120240 2,000
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者生活サポート事業085431

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

一部ニーズに即（さない）していない部分もある。

一部対応していない部分もある。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者生活サポート事業085431

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

6
6
7

障害程度区分非該当の障がい者に対する家事援助等を提供する
事業であり、地域での自立促進に必要であるが、地域での支えあ
いのシステムが出来ればボランティア等でも対応が出来る。

6
6
6

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

居宅介護事業者に委託し、効率的に運営している。
7
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

障害程度区分非該当の障がい者に対し、地域での自立した生活
の推進を図っている。 8

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

障害者程度区分非該当の障がい者を対象としているが、該当者
は居宅介護事業でサービス提供されており公平性は保たれてい
る。

8
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

障がい者の地域生活を営むうえで欠かせない事業である。
8
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

Ｃ ・
Ｃ ・
Ｃ ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 6Ｃ ・ 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

介護給付対象外の障がい者を対象とする家事援助事業であり、地域で自立するために有効性は高い
が、地域での支えあいのシステムができればボランティア等でも対応できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

085434 移動支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体・知的・精神障害児者

身体・知的・精神障害児者でサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｂ・市民参加

年間利用者延人数 1,538 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市地域生活支援事業実施要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間利用者延人数

1408 - -23 (決算) 1408 - -91.50 - -

1365 - -24 (予算) - - -88.80 - -

1406 - -25 (計画) - - -91.40 - -

1449 - -26 (計画) - - -94.20 - -

1493 - -27 (計画) - - -97.10 - -

1538 - -28 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

地域における障がい児者の日常生活及び社会生活を支援することにより、当事者の自立と社会参加の促進を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

障がい程度によりサービス対象者を定めているが、対象外の障害児者から利用の要望が出てきている。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要は多く、事業費の維持を図り、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市地域生活支援事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

27,383 14423 (決算) 313 1,40827,696 19,670

26,774 14424 (予算) 322 1,36527,096 19,851

27,575 14425 (計画) 322 1,40627,897 19,841

28,400 14426 (計画) 321 1,44928,721 19,821

29,247 14427 (計画) 320 1,49329,567 19,804

30,124 14428 (計画) 320 1,53830,444 19,795
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
9

障がい者の社会参加を促進すために必要な事業である。
10
10
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
8
8

居宅介護事業者に委託している。
9
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

障がい者が地域における様々な活動に積極的に参加し、生きがい
を持って生活できるようになる。 9

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

障がい者の自立促進の観点から公平性は保たれている。
7
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
9

優先されるべきものと考える。
8
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者が地域における様々な活動に参加し、生きがいを持てるよう外出を支援しており、必要な事業で
ある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

移動支援事業085434272/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者地域自立支援協議
会事業

085437

085437 障害者地域自立支援協議会事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的
な協議の場として設置する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ａ・市民参加

地域自立支援協議会開催回数 18 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

地域自立支援協議会開催回数

18 - -23 (決算) 18 - -100.00 - -

14 - -24 (予算) - - -77.80 - -

14 - -25 (計画) - - -77.80 - -

18 - -26 (計画) - - -100.00 - -

18 - -27 (計画) - - -100.00 - -

18 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障害者地域自立支援協議
会事業

085437273/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者地域自立支援協議
会事業

085437

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価等を実施し、困難事例への対応のあり方に関する
協議、調整を図り、関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議や社会資源の開発、改善を行う。

・意図（どういう状態にしたいのか）

従来からあるネットワークとの連携をいかに進めていくか検討する必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｃ　（コストを削減して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
次に掲げる事項について協議する（1）相談支援事業者の
運営を評価すること。（2）困難事例への対応のあり方につ
いての指導、助言に関すること。地域の関係機関による
ネットワークの構築に関すること。外

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

318 14423 (決算) 313 631

276 17624 (予算) 394 670

306 23225 (計画) 518 824

306 28026 (計画) 624 930

306 28027 (計画) 622 928

306 28028 (計画) 622 928

障害者地域自立支援協議
会事業

085437274/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者地域自立支援協議
会事業

085437

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

十分得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障害者地域自立支援協議
会事業

085437275/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者地域自立支援協議
会事業

085437

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

障害福祉計画の達成状況の点検、評価のために必要である。
9
9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
9

効率的に運営されるべき事業である。
8
8
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

自立支援協議会の点検・評価を受けるとともに、その結果に基づ
いて計画の達成に必要な施策の見直しを行うために有効な事業
である。

8
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

公平が確保されるべきものである。
9
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

障害福祉計画の目標達成に必要である。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・

A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者が地域で自立するための様々な施策事業について、委託先事業者の運営評価をすることは必
要であり、今後の障がい者福祉の施策の見直し等にも寄与するもので評価できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障害者地域自立支援協議
会事業

085437276/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

085440 福祉タクシー等事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

在宅の重度心身障害者、特定疾患及び小児特定疾患の患者

在宅の重度心身障害者、特定疾患及び小児特定疾患の者
等

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

在宅の重度心身障がい者に、タクシー助成券、自動車燃料助成券等を交付し、障がい者の社会参加の促進を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

自動車燃料費助成券使用枚数 13,651 枚

福祉タクシー券利用人数 1,676 人

ガソリン助成券利用人数 1,541 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

市在宅重度心身障害者福祉タクシー等助成事業

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

自動車燃料費助成券使用枚数 ガソリン助成券利用人数福祉タクシー券利用人数

9019 1164 71423 (決算) 9019 1164 71466.10 69.50 46.30

11232 1380 127024 (予算) - - -82.30 82.30 82.40

11793 1449 133325 (計画) - - -86.40 86.50 86.50

12382 1521 139926 (計画) - - -90.70 90.80 90.80

13001 1597 146827 (計画) - - -95.20 95.30 95.30

13651 1676 154128 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

福祉タクシー等事業085440277/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

外出機会が増えることによって、地域社会への参加と自立を推進する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

障害の部位、生活実態や環境などにより交付枚数を検討する必要があると思われる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
（改善点）平成22年度よりタクシー券を500円券と100円券
の2種類とし、支給金額においても見直しを行った。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

市在宅重度心身障害者福祉タクシー等助成事業

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

24,402 26423 (決算) 574 2,25424,976 11,081

21,955 27624 (予算) 618 2,29422,573 9,840

21,955 27625 (計画) 616 2,33422,571 9,671

21,955 27626 (計画) 615 2,37422,570 9,507

21,955 27627 (計画) 613 2,41422,568 9,349

21,955 27628 (計画) 613 2,45422,568 9,197

福祉タクシー等事業085440278/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

一部対応していない部分もある。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

得られている。

限定される傾向がある。

ほぼ適当である。

優先的に実施したほうが望ましい。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
6
7

地域社会への参加と自立を推進するための支援であり、必要性は
認める。 7

6
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

多少の重複は生じるものの効率的である。
8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

社会参加の促進を一層図るための支援である。
7
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
7

対象者が限定されているものの公平性は保たれている。
6
7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
7

ノーマライゼーションを推進するためには、優先度の高い事業であ
る。 6

6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

B ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
Ｃ ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・7

内部評価

7

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 7 6Ｃ ・

内部評価

7

Ｂ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

当該事業の遂行により、障がい者の外出機会を増やすことで、地域社会への参加と自立を促すことにも
つながり、有効性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

085455 児童発達支援等事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

身近な地域の障がい児支援の専門事業として、通所利用の障がい児への支援だけでなく、地域の障がい児・その家族
を対象とした支援や保育所等の施設に通う障がい児に対し施設を訪問するなど地域支援に対応する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

利用者数 2,073 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法・児童福祉法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～未着手進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２４年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

利用者数

0 - -23 (決算) 0 - -0.00 - -

1705 - -24 (予算) - - -82.20 - -

1790 - -25 (計画) - - -86.30 - -

1880 - -26 (計画) - - -90.70 - -

1974 - -27 (計画) - - -95.20 - -

2073 - -28 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身近な地域で障害特性に応じた専門的な支援が受けられるようにする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

支援事業所の量的な拡大と質の確保

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法・児童福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 023 (決算) 0 0

60,021 93124 (予算) 2,084 10962,105 569,767

60,021 97125 (計画) 2,168 11462,189 545,520

60,021 101126 (計画) 2,251 11962,272 523,298

60,021 105527 (計画) 2,344 12462,365 502,945

60,021 109928 (計画) 2,442 13062,463 480,484
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

身近な地域の在宅の障がい児支援を目的に法律に基づいて給付
を行う。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
10

身近な地域で書外特性に応じた支援を受けることができる。
10
10
10

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障害特性に応じた専門的な支援のため有効である。
9
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

対象者や費用負担は法で定められている。
8
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

法で定められているので優先的に実施するもの。
9
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 9A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 10A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

地域の障がい児支援として、障がい児やその家族に対し必要な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

085507 障がい者リハビリテーション事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者健康維持・生活安定

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障がい児・者や発達の遅れの疑いがある乳幼児と保護者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

専門職員の個別、グループ相談・支援

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

専門職員の個別相談（就学児以上） 159 回

サニーキッズ・育児教室（集団）の開催回数 525 回

専門職員の個別相談・巡回相談（就学前児） 771 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

専門職員の個別相談（就学児
以上）

専門職員の個別相談・巡回相
談（就学前児）

サニーキッズ・育児教室（集団）
の開催回数

159 525 77123 (決算) 159 525 771100.00 100.00 100.00

159 525 77124 (予算) - - -100.00 100.00 100.00

159 525 77125 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

159 525 77126 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

159 525 77127 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

159 525 77128 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

障がい者リハビリテーション
事業

085507285/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

各種健診・発達相談等で保護者から子どもの発達や育児不安の相談を受け、発達の遅れや障がいの早期発見、療育に
努め、母親の育児不安等解消するための支援をする。また、障がい者の相談に対して、専門職の立場から支援・助言を
行う。

・意図（どういう状態にしたいのか）

母子保健事業、乳幼児発達支援事業、児童発達支援事業へ専門職員が関わり、早期発見・療育システムが確立しつつ
あるが、マンパワーと急増する軽度発達障がい児・保護者への今後の支援方法が課題である（時代のニーズに合わせ、
利用児・保護者の立場に立って母子保健事業や児童発達支援事業との連携の在り方を見直し、事業の充実を目指

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
保護者が、子どもの障害受容や発達、成長を理解し安心
して養育するための支援をする。又障害児・者の課題に
対して、専門職の立場から相談支援を行う。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

18,203 396823 (決算) 8,622 3,30826,825 8,109

20,983 423824 (予算) 9,485 3,30830,468 9,210

17,762 423825 (計画) 9,463 3,30827,225 8,230

17,611 423826 (計画) 9,438 3,30827,049 8,177

17,762 423827 (計画) 9,417 3,30827,179 8,216

17,762 423828 (計画) 9,417 3,30827,179 8,216

障がい者リハビリテーション
事業

085507286/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者リハビリテーション
事業

085507287/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
8

市独自のシステムであり、早期発見・早期療育を目標としている。
8
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

四職種の専門職員を配置し、対象児への訓練指導や保護者から
子供の障害受容や発達・成長を理解し安心して養育できる支援策
である。

8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

保護者が安心して子育てをするために有効である。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

事業の性格上、対象者は限定される。受益者負担はなし。
7
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

心身に障害があるもの又は問題を抱えている乳幼児や保護者を
対象とし、健全な発達を促すため優先度は高い。 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

市独自のシステムであり、専門職員の配置により障害の早期発見・早期療育ができるため必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者リハビリテーション
事業

085507288/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

085510 自立支援医療事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者健康維持・生活安定

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障害の除去、障害の程度を軽減するために必要な治療を受
ける者。

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がいの除去、障がいの程度を軽減するために必要な治療を行い、療養にあわせて治療等に応じた費用を助成し、福
祉の増進を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

医療受給者数（年間） 1,436 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

医療受給者数（年間）

1020 - -23 (決算) 1020 - -71.00 - -

1095 - -24 (予算) - - -76.30 - -

1172 - -25 (計画) - - -81.60 - -

1254 - -26 (計画) - - -87.30 - -

1342 - -27 (計画) - - -93.50 - -

1436 - -28 (計画) - - -100.00 - -

自立支援医療事業085510289/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身体障がい者に対し、適切な医療給付を行い、家族の負担を軽減する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

自立支援医療給付決定までに時間がかかりすぎる場合がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
できるだけ経費を維持し、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

190,281 96523 (決算) 2,097 105192,378 1,832,171

202,794 103824 (予算) 2,323 115205,117 1,783,626

213,784 111025 (計画) 2,479 126216,263 1,716,370

224,470 118326 (計画) 2,635 138227,105 1,645,685

226,706 125527 (計画) 2,789 151229,495 1,519,832

228,965 132828 (計画) 2,951 166231,916 1,397,083

自立支援医療事業085510290/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

十分得られている。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

自立支援医療事業085510291/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

１８歳以上で身体障害者手帳を所持している方が、障害を除去し
たり、障害の程度を軽くすることを目的に法律に基づいて給付を行
う｡

10
10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
9
9

適切な医療給付を行うことにより、家族の負担が軽減される。
8
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

医師の診断により判断されるため，適切な医療給付を行える。
8
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

限定されるが、医療機関で必要性を判断されるため、公平性は保
たれると思う。 8

7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

療養にあわせて必要な訓練等を行い、福祉の増進を図る。
9
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

A ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障害者自立支援法に基づく事業で、障害の除去、障害の程度を軽減するために必要な治療を施すこと
は、家族の負担軽減にもつながり、有効性は高く、必要性、優先性も高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

自立支援医療事業085510292/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

085519 療養介護給付事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者健康維持・生活安定

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

進行性筋萎縮症の身体障害者及び重症心身障害者で必要
な治療を受ける者。

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

進行性筋萎縮症に罹患している身体障がい者の方や重症心身障がい者の方へ医療給付等を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ａ・市民参加

療養介護給付者数 20 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

療養介護給付者数

3 - -23 (決算) 3 - -15.00 - -

17 - -24 (予算) - - -85.00 - -

20 - -25 (計画) - - -100.00 - -

20 - -26 (計画) - - -100.00 - -

20 - -27 (計画) - - -100.00 - -

20 - -28 (計画) - - -100.00 - -

療養介護給付事業085519293/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

重症心身障がい者に対し適切な医療給付等を行うことにより、家族の負担軽減が図られる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

負担額の年度改定の決定事務に時間がかかる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
できるだけ経費を維持し、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

9,297 623 (決算) 13 39,310 3,103,346

71,460 2024 (予算) 45 1771,505 4,206,162

78,603 2325 (計画) 51 2078,654 3,932,718

86,460 2326 (計画) 51 2086,511 4,325,561

87,324 2327 (計画) 51 2087,375 4,368,755

88,196 2328 (計画) 51 2088,247 4,412,355

療養介護給付事業085519294/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

療養介護給付事業085519295/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

進行性筋萎縮症の障がい者に対し、国立療養所などで介護・生活
指導などを行う。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
10

適切な給付を行うことにより家族の負担が軽減される。
9
9
10

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

医師の判断により適切な給付が行える。
10
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

医師の判断に基づき実施されるため公平性は保たれている。
9
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者の支援から優先されるべきものである。
10
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 10A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

進行性筋萎縮症の方等、重症心身障がい児者に対する障害福祉サービスや、医療給付は保護者の負
担軽減につながり、その有効性は高く、必要性も高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

療養介護給付事業085519296/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 精神障がい者社会復帰促進
事業

085604

085604 精神障がい者社会復帰促進事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者の文化・スポーツ活動の推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

精神障がい者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

製作活動、スポーツ、ミーティング

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｂ・市民参加

生活教室利用者数 58 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１６年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

生活教室利用者数

58 - -23 (決算) 58 - -100.00 - -

96 - -24 (予算) - - -165.50 - -

120 - -25 (計画) - - -206.90 - -

144 - -26 (計画) - - -248.30 - -

168 - -27 (計画) - - -289.70 - -

192 - -28 (計画) - - -331.00 - -

精神障がい者社会復帰促
進事業

085604297/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 精神障がい者社会復帰促進
事業

085604

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

集団活動を通じて、生活リズムの改善や社会生活のルールを学ぶとともに、地域での仲間づくりの場となり、社会参加へ
の動機づけを行う。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

44 11623 (決算) 252 4296 74,017

1,745 11624 (予算) 260 42,005 501,152

1,750 11625 (計画) 259 52,009 401,806

1,704 11626 (計画) 258 61,962 327,055

1,704 11627 (計画) 258 71,962 280,250

1,704 11628 (計画) 258 81,962 245,219

精神障がい者社会復帰促
進事業

085604298/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 精神障がい者社会復帰促進
事業

085604

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

精神障がい者社会復帰促
進事業

085604299/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 精神障がい者社会復帰促進
事業

085604

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
8

精神障がい者の社会復帰に際して必要である。
8
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

対象者は限定的となる傾向がある。
7
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

精神障がい者の社会復帰のための一つの手立てとなる。
8
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

対象者は限定的となるが必要性や意向によって公平性が保たれ
る。 6

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

精神障がい者の社会復帰のために優先されるものである。
8
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

事業の対象者は限定されるが、精神障がい者の社会復帰の重要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

精神障がい者社会復帰促
進事業

085604300/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会
事業

085701

085701 手話等奉仕員養成講習会事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者福祉の啓発

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市内在住・在勤者

手話・要約奉仕員養成講習会終了者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

手話通訳・要約筆記の学習経験のない人で、手話等に興味のある人を対象に手話通訳養成・要約筆記養成講習会を
実施。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

受講人数（年間） 81 人

講座数（年間） 2 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

受講人数（年間） 講座数（年間）

25 2 -23 (決算) 25 2 -30.90 100.00 -

52 2 -24 (予算) - - -64.20 100.00 -

55 2 -25 (計画) - - -67.90 100.00 -

58 2 -26 (計画) - - -71.60 100.00 -

61 2 -27 (計画) - - -75.30 100.00 -

65 2 -28 (計画) - - -80.20 100.00 -

手話等奉仕員養成講習会
事業

085701301/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会
事業

085701

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

手話・要約筆記での日常会話を習得するとともに、聴覚障がい者の福祉制度について理解と認識を深めることができる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

手話・要約奉仕員養成講習会修了者から、神奈川県が認定する有資格者レベルまで達するようなシステムづくりが必要。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
できるだけ経費を維持し、成果の向上を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

809 223 (決算) 4 25813 32,534

809 224 (予算) 4 52813 15,644

809 225 (計画) 4 55813 14,790

809 226 (計画) 4 58813 14,025

809 227 (計画) 4 61813 13,335

809 228 (計画) 4 65813 12,515

手話等奉仕員養成講習会
事業

085701302/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会
事業

085701

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

一部対応していない部分もある。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（10点）

Ｃ（6点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

手話等奉仕員養成講習会
事業

085701303/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会
事業

085701

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
6
8

　聴覚、言語機能等の障がい者のため、手話奉仕員の養成を行
い、意思疎通を助けることにより、社会生活の利便と福祉の向上を
図る。

10
6
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

ノーマライゼーションの実現に向け、障がい者とのコミュニケーショ
ンを促進することは重要である。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

障がい者が、社会や地域の様々な情報を気軽に得られることによ
り、社会参加の意欲を高めることができる。 8

7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

事業の推進とともに利用者の拡大に向けた啓発も図る。
10
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

ノーマライゼーションの実現には、事業の推進が重要である。
8
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 9 8B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

手話奉仕員の養成講習会修了者から、県が認定する有資格者レベルまでのシステム作りの検討が必要
である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

手話等奉仕員養成講習会
事業

085701304/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

085704 聴覚障がい者コミュニケーション事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者福祉の啓発

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

聴覚障害者

聴覚障害者で手話通訳利用者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

聴覚障がい者が通院、通学、公的手続、就職活動等の日常生活上意思疎通を図る必要が生じた場合、手話通訳・要約
筆記者を派遣する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

手話通訳者・要約筆記者派遣回数（年間） 700 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市手話通訳者派遣事業実施要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成元年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

手話通訳者・要約筆記者派遣
回数（年間）

532 - -23 (決算) 532 - -76.00 - -

552 - -24 (予算) - - -78.90 - -

569 - -25 (計画) - - -81.30 - -

586 - -26 (計画) - - -83.70 - -

603 - -27 (計画) - - -86.10 - -

622 - -28 (計画) - - -88.90 - -

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704305/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

聴覚障がい者の社会的自立及び日常生活上円滑な意思疎通が図られる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

手話通訳者の有資格者が少ない。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
ＯＡ機器の活用による事務改善で業務の所要時間の削
減を図り、成果を向上させる。また、利用回数を増やし効
果を上げる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市手話通訳者派遣事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

3,062 48423 (決算) 1,052 5894,114 6,984

3,543 48424 (予算) 1,083 6074,626 7,621

3,631 48425 (計画) 1,081 6074,712 7,762

3,721 48426 (計画) 1,078 6074,799 7,906

3,813 48427 (計画) 1,075 6074,888 8,053

3,909 48428 (計画) 1,075 6074,984 8,212

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704306/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

極めて高く得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704307/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

聴覚障がい者のコミュニケーションを確保して、情報の提供を図
る。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

有効に機能していると見ている｡しかし、手話通訳有資格者が少な
く課題はある。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
10

要約筆記との組み合わせで、聴覚障がい者のコミュニケーション支
援としては有効である。 8

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
10

手話及び要約筆記による支援であり、該当者には制度が周知され
ているので、公平性に問題はないと思う｡ 7

7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
10

重要な事業であり、引き続き支援が必要である。
8
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・

B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 7B ・9

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 10 8B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

利用要請は高いが、手話通訳有資格者が少ないという課題がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704308/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者手当支給事業085807

085807 障がい者手当支給事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

権利擁護等の事業促進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害者、知的障害者

障害者手当受給者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に対してその等級、程度に応じ現年度の市民税が非課税の者に手当
を支給する。
身体障害者手帳　１，２級
療育手帳　　　　Ａ１，Ａ２
精神障害者保健福祉手帳　１級
年額15,000円

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

障害者手当支給者数 220 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市心身障害者手当支給条例

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和３９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

障害者手当支給者数

79 - -23 (決算) 79 - -35.90 - -

220 - -24 (予算) - - -100.00 - -

220 - -25 (計画) - - -100.00 - -

220 - -26 (計画) - - -100.00 - -

220 - -27 (計画) - - -100.00 - -

220 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障がい者手当支給事業085807309/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者手当支給事業085807

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給し、重度障がい者福祉の増進を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

急速な時代の変化や福祉制度の充実等においては、金銭給付はなじまなくなってきている。国の方針からも在宅福祉の
充実がさらに要求されてきている。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
16年度より制度を縮小し、在宅福祉の充実を計っているも
の。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市心身障害者手当支給条例

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

814 10023 (決算) 217 791,031 13,054

3,300 13524 (予算) 302 2203,602 16,373

3,300 13525 (計画) 301 2203,601 16,370

3,300 13526 (計画) 301 2203,601 16,367

3,300 13527 (計画) 300 2203,600 16,364

3,300 13528 (計画) 300 2203,600 16,364

障がい者手当支給事業085807310/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者手当支給事業085807

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

普通

得られている。

限定される傾向がある。

あまり適当ではない。

優先的に実施したほうが望ましい。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性がある。Ｃ（6点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｃ（5点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｃ（5点）

Ｃ（5点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｄ（4点）

視点１

視点２

Ｃ（5点）

Ｃ（5点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性がある。Ｃ（5点）

改善する必要性がある。Ｃ（5点）

改善する必要性がある。Ｃ（5点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者手当支給事業085807311/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者手当支給事業085807

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
8

将来的には、手当ての支給から、在宅サービスの充実へ、その活
用をする方向となっていくものと思われる｡ 8

8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
5
7

対象者を見直し、より必要な方への支給をすることにより効率的で
ある。 7

5
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

5
5

見直しの中で一定の効果を生んでいると思う。しかし、金銭給付と
いうサービス面では、さらに議論が必要である。 5

5

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

5
3

支給対象者の範囲を見直しして、重度で低所得者に限定を図っ
た。 6

5

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

4
4

さらに、見直しの検討が必要である。
5
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
Ｃ ・

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
Ｄ ・

Ｄ ・
Ｄ ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 6Ｃ ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 5Ｃ ・ 5Ｃ ・

内部評価

5

Ｃ
点

平均 Ｄ ・ 6Ｃ ・4

内部評価

5

Ｃ
点

平均 Ｄ ・ 4 6Ｃ ・

内部評価

5

Ｃ
点

事業評価（内部）： 6C 点 一次評価： 6C 点 二次評価： 6C 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

昭和３９年から実施している金銭による手当て支給は、時代の変遷とともに有効性の観点から介護等他の
在宅支援等への手段の見直しを検討する必要があり、平成１６年度及び平成２４年度に支給要件の大幅
な見直しを図ったことは評価できる。今後、更に金銭給付の有効性などについて検討する必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者手当支給事業085807312/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

085810 障がい者・高齢者財産保全管理センター運営補助事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

権利擁護等の事業促進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障害者・高齢者の権利擁護

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

日常生活において、財産の保全・管理が困難な障がい者や高齢者に対し、財産保全サービスや財産管理サービスを行
うことにより、在宅生活の安定を図り、権利を擁護する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

障がい者・高齢者の援助利用者数 3,990 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市補助金等の交付に関する規則

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

障がい者・高齢者の援助利用
者数

3127 - -23 (決算) 3127 - -78.40 - -

3283 - -24 (予算) - - -82.30 - -

3447 - -25 (計画) - - -86.40 - -

3619 - -26 (計画) - - -90.70 - -

3800 - -27 (計画) - - -95.20 - -

3990 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810313/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

財産管理の困難な障がい者や高齢者が安心して在宅で生活をすることができる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

親族との連携を図る必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
障害者・高齢者の権利擁護の充実を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市補助金等の交付に関する規則

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

2,086 523 (決算) 11 5622,097 3,731

3,500 524 (予算) 11 5903,511 5,951

3,500 525 (計画) 11 6193,511 5,672

3,500 526 (計画) 11 6493,511 5,410

3,500 527 (計画) 11 6813,511 5,156

3,500 528 (計画) 11 7153,511 4,911

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810314/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

一定の効果がある。

十分効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｃ（6点）

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810315/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
8
8

財産保全・管理が困難な障がい者や高齢者に対し、財産保全
サービスや財産管理サービスを行うことにより安心・安全な在宅生
活を確保する。

10
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

6
8
6

今後、医療の高度化等により、財産の保全管理を必要とする対象
者が増加し、事業の必要性が高まる。 6

8
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

成年後見制度等の活用が困難な方には、欠くことができない。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

今後、増加が予測される財産管理が困難な障がい者や高齢者に
応じ、PR、周知を充実する必要がある。 9

10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

今後、財産管理が困難な障がい者や高齢者が、安心した日常生
活を送るため、その事業の必要性は高まる。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

Ｃ ・
B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

財産保全・管理が困難な障がい者や高齢者に対し、財産保全サービスや財産管理サービスを行うことに
より安心・安全な在宅生活を確保する必要性は高く、PRを充実する必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810316/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

085901 障がい者相談支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

自殺対策事業の推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害者、知的障害者、精神障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障害者自立支援法における地域の障がい者の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な
情報の提供、助言等を行うとともに障がい福祉サービス決定に際し、障がい程度区分訪問調査を実施。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

年間利用者延人数 3,018 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間利用者延人数

96 - -23 (決算) 96 - -3.20 - -

2060 - -24 (予算) - - -68.30 - -

2266 - -25 (計画) - - -75.10 - -

2493 - -26 (計画) - - -82.60 - -

2743 - -27 (計画) - - -90.90 - -

3018 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障がい者相談支援事業085901317/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい者のニーズに即した福祉サービスの情報提供、相談及び各種支援施策に関する助言・指導等が効果的に実施
できる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

指定相談支援事業者への委託が可能であるが、指定事業者が少ないため、現在の相談支援を担っている施設等に同
事業へ移行を促す。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
・福祉サービスの利用援助
・社会資源を活用するための支援
・社会生活力を高めるための支援
・専門機関の紹介
・ケアプランの作成

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

4,729 1523 (決算) 33 6664,762 7,150

16,625 1524 (予算) 34 2,06016,659 8,087

30,140 1525 (計画) 33 2,26630,173 13,316

30,140 1526 (計画) 33 2,49330,173 12,103

30,140 1527 (計画) 33 2,74330,173 11,000

30,140 1528 (計画) 33 3,01830,173 9,998

障がい者相談支援事業085901318/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者相談支援事業085901319/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

障がい者の地域での自立支援のため重要な事業である。
9
9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
9

市と民間委託により効率の良い相談支援が確保されている。
9
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

相談支援の充実を図ることにより有効性が高まる。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

対象者は多数の障がい者を対象としており公平性は高い。
9
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

生活や就労サービス利用等、障がい者の自立支援の根幹をなす
ものであり優先される。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障害者自立支援法に基づき、各種の福祉サービス決定に際し、障害程度の区分訪問調査を行なうもの
で、障がい者のニーズに即した様々な支援施策に対応するために必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者相談支援事業085901320/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

085904 自殺対策事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

自殺対策事業の推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

特定の受益者なし（全市民）

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

自殺対策に係る調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析。庁内関係課等が実施する自殺対策に係る調整又は
連携及び自殺対策の共同実施。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

庁内連絡会等開催日数 8 日

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

自殺対策基本法第４条

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２０年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

庁内連絡会等開催日数

10 - -23 (決算) 10 - -125.00 - -

8 - -24 (予算) - - -100.00 - -

8 - -25 (計画) - - -100.00 - -

8 - -26 (計画) - - -100.00 - -

8 - -27 (計画) - - -100.00 - -

8 - -28 (計画) - - -100.00 - -

自殺対策事業085904321/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

自殺の防止を図り、健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｃ　（コストを削減して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

自殺対策基本法第４条

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

1,213 8223 (決算) 178 1,391

5,904 8224 (予算) 184 6,088

2,995 9825 (計画) 219 3,214

2,995 9826 (計画) 218 3,213

2,995 9827 (計画) 218 3,213

2,995 9828 (計画) 218 3,213

自殺対策事業085904322/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

自殺対策事業085904323/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
8

自殺対策の取り組みについて意識付けを図る啓発普及事業であ
る。 9

8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
8
7

調査研究、情報収集に努め、効果的な方策を探る。
7
8
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

自殺の実態把握に努め、その対策をともに考える。
6
7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
8

共に支えあう社会の実現を目指す。
7
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

自殺の抑制策としての事業。
8
7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

自殺対策基本法の施行による地方公共団体が実施すべき責務としての事業である。自殺を減少させるよ
う引き続き普及・啓発に努める必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

自殺対策事業085904324/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

086022 障がい者就労支援相談事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者の就労支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害者、知的障害者、精神障害者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者雇用についての企業への普及啓発及び障がい者の個々のニーズに即した就労相談を行う就労支援相談員を
設置する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

就労支援相談件数 35 件

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者自立支援法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～企画段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２０年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

就労支援相談件数

26 - -23 (決算) 26 - -74.30 - -

35 - -24 (予算) - - -100.00 - -

35 - -25 (計画) - - -100.00 - -

35 - -26 (計画) - - -100.00 - -

35 - -27 (計画) - - -100.00 - -

35 - -28 (計画) - - -100.00 - -

障がい者就労支援相談事
業

086022325/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

関係機関との連携のもと、就労相談を行い障がい者の自立を促進する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

ハローワーク、就労援助センター等の関係機関との役割分担を明確にし、より効果的な就労支援体制を構築する。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
企業等に対し、障がい者雇用への普及啓発を行いながら
関係機関との連携を図り就労先の開拓を目指す。年間を
通じて就労相談窓口を広報し相談件数の増加を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者自立支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

1,208 13223 (決算) 287 261,495 57,494

1,308 13224 (予算) 295 351,603 45,812

1,311 13225 (計画) 295 351,606 45,879

1,311 13226 (計画) 294 351,605 45,856

1,311 13227 (計画) 293 351,604 45,837

1,311 13228 (計画) 293 351,604 45,837

障がい者就労支援相談事
業

086022326/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者就労支援相談事
業

086022327/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
7
7

就労を希望する障がい者の相談に応じ、就労先の紹介等をするた
めの就労支援相談員を配置し、職場開拓に努める。 9

7
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
8
7

協力事業所等の開拓の面で商工、ハローワーク、就労援助セン
ター等とのネットワークの確立が求められる。 7

8
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
7

障がい者への自立支援としての必要性が高い。
8
7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

一般就労に適した障がい者が対象となる。
8
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
7

障がい者の一般就労への移行を図るため関係機関と連携しなが
ら、職場開拓、就労支援相談体制の確立の強化が求められている
ことから優先度が高い。

8
7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者への自立支援として当該事業の必要性、有効性は高い。今後ともハローワーク、就労援助セン
ター等との連携強化を図る必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者就労支援相談事
業

086022328/1292 ページ


